
１　総括

⑴　人件費の状況（普通会計決算）

⑵　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）

　　　

⑶　ラスパイレス指数の状況

（注）１ 　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(1)適

　用職員の俸給月額を100として計算した指数。　

２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数

　とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域 

　手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。

　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく

　地域手当支給割合）により算出。）

３　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した

　日後の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される

　職員を除いている。

Ｂ／Ａ

％

　　　計　　　Ｂ

一人当たり給与費

644,047,629

（参考）

令和５年度人件費率

　　　　　千円 ％

人件費率人　件　費

　　　　　　Ｂ

職員手当

21.6

千円

140,599,062

千円

期末・勤勉手当

21.8

実質収支

14,632

9,713,885
６年度

職員数

人 千円

12,658,127

給　 料

住民基本台帳人口

（令和7年1月1日）

歳　出　額　

　　　　　　Ａ
区分

千円

64,090,678

千円

給　　与　　費

26,750,582

千円

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

２　職員数については、令和6年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、
　定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が
　含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

　　　　　　Ａ

和 歌 山 県 の 給 与 ・ 定 員 管 理 等 に つ い て

(参考)都道府県平均

一人当たり給与費

千円

7,115

人　 千円

103,499,387 7,073

901,193

６年度

区分

(R4.4)

99.6

(99.5)
(R4.4)

99.8

(R5.4)

99.4

(99.2)

(R5.4)

99.6

(R6.4)

99.5

(99.3)

(R6.4)

99.7

(R7.4)

99.7

(100.6)
(R7.4)

99.7

90

92

94

96

98

100

102

104

106

和歌山県 都道府県平均
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⑷　給与改定の状況

①月例給

②特別給（期末・勤勉手当）

（参考）

⑸　社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況

①給料表の見直し

（給料表の改定実施時期）　令和７年４月１日

②地域手当の見直し

（支給割合）和歌山市及び橋本市については国基準４％に対し、５％を支給
その他の市町村については、国基準０％に対し、３％を支給

（実施時期）令和７年４月１日より実施

③その他の見直し内容

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

⑴　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 7年 4月 1日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

2.76

％円

割合　　　Ａ

勧　告

円

民間の支給

区　分

円

人事委員会の勧告

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額を
　　　ラスパイレス比較した平均給与月額である。

月

人事委員会の勧告

較差民間給与

368,621
６年度

支給月数　Ｂ

9,822

区　分

６年度
0.10

B

公務員の

A

2.66

較差

公務員給与

378,443

％％

（改定月数）A-B

月月

（参考）

国の改定率
給与改定率

A-B

2.66

（改定率）

4.60

月

年間支給月数

月

勧　告

支給月数

月

42.3

国の年間

（注）　「民間の支給割合」は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、
　　 「公務員の支給月数」は、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

4.504.61 4.60

(国比較ベース)
平均給料月額区　　分

国

平均給与月額
平均給与月額

0.11

331,295 412,455

平均年齢

329,304 420,139 372,087

和歌山県 42.3

41.9 332,237 － 414,480

370,873

都道府県平均

（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号給
　　　　をカットし、これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、８級から９級の隣接する級
　　　　間での給料月額の重なりの解消等を実施。

　扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施（令和
７年４月１日実施）

令和6年度 令和7年度 令和8年度

の支給割合 の支給割合 の支給割合

和歌山市 国 6% 5% 4%

橋本市 和歌山県 5% 5% 5%

国 0% 0% 0%

和歌山県 1.5% 3.0% 3.0%

その他の
県内市町村
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②技能労務職

和歌山県 歳 人 円 円 円 歳 円

うち　用務員 歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

うち　守衛 歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

和歌山県 円 円

うち　用務員 円 円

円 円

うち　守衛 円 円

③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

⑤警 察 職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和 7年 4月 1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。 

     ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務　　　　　 
　 手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らか
   にされているものである。　
　　 また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外　　　
　 勤務手当等を除いたもの。）で算出している。

都道府県平均 39.4 345,913 494,513 397,690

和歌山県 39.5 344,929 471,109 385,895

国 41.7 339,095 － 399,794

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

和歌山県 39.8 362,311 412,643

都道府県平均 41.6 366,616 424,360

都道府県平均 44.6 378,535 442,107

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（令和4～令和6年の
　3年平均）。

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

和歌山県 44.4 384,030 442,300

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致
　しているものではない。

－ 3,335,600 －

－ 3,533,300 －

－ － －

5,211,120 3,395,700 1.5

区　　分

参　　　　考

年収ベース（試算値）の比較
公 務 員
（Ｃ）

民　間
（Ｄ）

Ｃ／Ｄ

都道府県平均 53.7 140 309,925 366,087 341,488 －

60.2 253,900

－ － 警備員 51.9 266,900

－ － － － －
乗用自動車
運転者

平均給与月額

310,393

310,393
他に分類され
ない運搬・清
掃・包装等

従事者

49.0 251,000 1.3

参　考

平均年齢 職員数 平均給料月額
対応する民間
の類似職種

平均年齢
（Ｂ）

Ａ／Ｂ
（Ａ）

平均給与月額

294,567 － 337,907 －

58.8

－

16 293,563 316,930

（国比較ベース）

－ － －

国 51.3 1,703

うち　運転業務員

公　　務　　員

うち　運転業務員

区　　分

58.8

平均給与月額

16

民　　　間

293,563 316,960

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、
　公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を
　加えた試算値である。
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⑵　職員の初任給の状況（令和 7年 4月 1日現在）

円

円

円 円

円

円

円

円

円

円

円 円

円 円

⑶　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 7年 4月 1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

⑴　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和7年4月1日現在）

（注） １　和歌山県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

230,000

354,700

298,800

413,700

389,300

265,300

10.8 258,100

871 22.4

183,500

308,500

321,300 398,200

408,300 450,900

402,753

22

410,151

経験年数25年

337,619

387,992

382,165

　　　　　　　　円

一般

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

　　　　　　　　円

264,000

経験年数20年

390,923

該当者なし

423,703

－

職員数

510,200

警　察　職
大 学 卒 251,800

11.1

540,900

488,500458,300

0.6

355,200

434,908

該当者なし

344,443

該当者なし 該当者なし

該当者なし 該当者なし 該当者なし

該当者なし

411,542

417,915

高 等 学 校
教 育 職

429,501 439,345

該当者なし 該当者なし高 校 卒

大 学 卒 339,203 401,289

高 校 卒 221,200 216,400

高 校 卒 208,900 －

－

小・中学校
教　育　職

大 学 卒 252,000 －

高 校 卒 208,900

高 等 学 校
教  育  職

技能労務職
高 校 卒 192,500 －

中 学 卒 192,500 －

大 学 卒

一般行政職
大 学 卒 225,600 円

230,000

220,000

高 校 卒 194,500 188,000

総合

区　　　分 和歌山県 国

441

419

主事・技師 11.4２　級

299,766

284,939

432

部長

構成比

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

８　級 35

１　級

４　級

参事・課長

大 学 卒

高 校 卒
警 察 職

大 学 卒

高 校 卒

区　分

小・中学校
教 育 職

標準的な職務内容

主事・技師

９　級

６　級

局長 0.9

５　級

７　級 46 1.2

課長・副課長

主査

969 25.0課長補佐・班長・主任

647 16.7

経験年数30年

366,195

284,935
一般行政職

主査・副主査

374,950

区　　　   分 経験年数10年

高 校 卒 328,380

大 学 卒

259,165

技能労務職
高 校 卒

252,000

該当者なし

中 学 卒

364,729 401,290

該当者なし

３　級

該当者なし
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※暫定再任用職員は除く

⑵　国との給料表カーブ比較表（行政職（一））　（令和 7年4月1日現在）
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⑶　昇給への人事評価の活用状況等

1 人事評価の実施状況
　 　平成１８年４月から全職員を対象とした業績・行動に基づく勤務実績評価(平成19年度から人事評価)を

実施しています。

2 昇給への人事評価の活用状況
　全職員について、業績と行動の両要素を総合的に点数による絶対評価を実施し、５段階（Ａ～Ｅ)に格付
しており、その評価結果（評語）に基づき、昇給区分（０～７号給）を決定しています。

　　（知事部局の一般行政職給料表適用者）

○ ○ ○

○

ロ　人事評価を活用していない

3 令和 7年 4月 1日の昇給状況

ア　特定職員

イ　特定職員以外の職員

※　　特定職員とは、行政職給料表8級以上の適用を受ける者をいいます。

※　　全ての期間を勤務していない者（病気休暇の取得、昇給判定期間の最初の日以後に採用された者等）、

　 懲戒処分又は分限処分を受けた者で昇給区分が調整された者を除いています。

※　 人員分布率については、最高号給に到達した者を除いた割合です。

４　職員の手当の状況

⑴　期末手当・勤勉手当

千円

（令和６年度支給割合）

　  　　    期末手当　　　        　　　勤勉手当 　 　           期末手当　　　　     　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況）

（注） １　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

　　　 ２　和歌山県の特定幹部職員（部・次長級）の支給割合については、期末手当2.1月分、勤勉手当2.5月分である。

昇給なし

和　歌　山　県

 職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　   5～20％
　・管理職加算　10～20％

－

0.0%

昇給区分

昇給号数

 職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　 5～20％
　・管理職加算　10～25％

５５歳以上

昇給実績が
ある区分

○

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

　　標準、下位の区分

　　標準の区分のみ（一律）

特定職員 一般職員

上位（Ａ・Ｂ）

１号給以上

36.2%

５５歳未満
0.0%人員分布率

　　上位、標準の区分

○

　　上位、標準、下位の区分

100.0%

１号給以上

令和７年度中における運用

2.50

昇給なし

0.0%

標準（Ｃ）

昇給可能
な区分

77.9%

イ　人事評価を活用している

　　　　　活用している昇給区分

人員分布率

63.8%人員分布率

(1.00)

２号給、昇給なし

(1.40)

昇給区分

国

2.50

（令和６年度支給割合）

下位（Ｄ・Ｅ）

0.5%

昇給なし

５号給以上

昇給号数

35.5% 64.0%

（加算措置の状況）

５５歳以上
昇給号数 １号給以上 昇給なし 昇給なし

上位（Ａ・Ｂ）

昇給号数 ４号給

(1.00)

１人当たり平均支給額（令和６年度）

人員分布率

1,742

2.10 2.10

0.9%

５５歳未満

昇給なし

下位（Ｄ・Ｅ）

標準（Ｃ）

(1.40)

21.3%
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⑴-2　勤勉手当への人事評価の活用状況等　（一般行政職）

1 人事評価（業績評価）の実施状況

 平成２８年４月から、全職員を対象に評価期間(6月勤勉：12月1日～翌年5月31日､12月勤勉：6月1日～11月30日）
の人事評価（業績評価）を実施しています。

2 勤勉手当への人事評価の活用状況

 平成２８年１２月勤勉手当分から、全職員を対象に人事評価（業績評価）結果に基づき、所属長等からの内申に
より成績率（上位、標準、下位）を決定しています。

　　（知事部局の一般行政職給料表適用者）

○ ○ ○

○

ロ　人事評価を活用していない

3 令和6年12月支給の勤勉手当成績率

ア　特定幹部職員（次長級以上の職員）

イ　特定幹部職員以外の職員

⑵　退職手当（令和 7年 4月 1日現在）

（支給率）　　　 　　　　　　自己都合　　　　　　　　　応募認定・定年 （支給率）　　　 　　　　　　　自己都合　　　　　 　　　応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 　　定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

　　(　2%～　45%) (　2%～　45%)

調整率　　　　                                           　　　　　　 83.7/100 調整率　　　　                                           　　　　　 83.7/100

退職手当の調整額 退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　）

千円 千円 千円 千円

（注）１　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た額である。

　　　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

　　　３　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく

　　　　　退職した場合を含む。

　　上位、標準の成績率

　　標準、下位の成績率

　　　　　活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

108/100

一般職員特定幹部職員

○

　　上位、標準、下位の成績率

○

支給実績が
ある成績率

令和７年度中における運用

標準

イ　人事評価を活用している

在職した職務の級に応じた定額
(0円～65,000円)の60月分

上位

下位

79.8% 0.0%

 152/100
　～137/100

　　標準の成績率のみ（一律）

88/100

下位

成績率

39.7575

 132/100
  ～117/100

上位

成績率

退
職
手
当
の
基
本
額

１人当たり平均支給額　

122/100

－

退
職
手
当
の
基
本
額

28.0395

1,289

102/100

47.7090

33.270750

標準

－

0.1%

20.3%

32.7%

19.6695

67.2%

人員分布率

39.7575

47.7090

28.0395

和　歌　山　県

人員分布率

24.586875

47.7090

国

19.6695

47.7090

24.586875

33.270750

47.7090

47.7090

在職した職務の級に応じた定額
(0円～65,000円)の60月分

21,415 １人当たり平均支給額　
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⑶　地域手当（令和 7年 4月 1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ ％

（注）　「国の制度（支給割合）」の欄の平均支給率は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給

　 されている一般職の職員に対し国の支給割合で支給したと仮定した場合の加重平均の支給

　 割合である。  

⑷　特殊勤務手当（令和 7年 4月 1日現在）

税外収入の事務に従事する
職員

税外収入徴収手当

46手当の種類（手当数）

左記職員に対する支給単価

日額850円

％

税務手当
総務部総務管理局税務課又
は県税事務所に勤務する職
員

円

①日額330円
②日額1,000円
③日額600円

28 千円

千円 日額900円

79,781

千円202

支給実績額
(令和６年度決算)

①感染症の患者の移送、医療
又は感染症の防疫作業
②家畜伝染病予防法に基づく
患畜に接する業務
③狂犬病予防法に基づく捕獲
等

消防学校に勤務する職員

49.5

751

643,996

日額360円

千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）

支給対象地域 支給対象職員数支給割合

東京都特別区 20 35 20

支給実績（令和６年度決算） 2,404,650

滋賀県彦根市 5 1 5

茨城県つくば市 16 1 16

大阪府大阪市 16 16

大阪府吹田市 14 1 14

和歌山県和歌山市 5 6,640 5

石川県かほく市

石川県金沢市

16 26 16

4.1

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

千円

主な支給対象業務

中央児童相談所、紀南児童
相談所、DV相談支援セン
ター、障害児者サポートセ
ンター、精神保健福祉セン
ター又は振興局健康福祉部
に勤務する職員

生活保護法、児童福祉法、母
子及び父子並びに寡婦福祉
法、身体障害者福祉法、知的
障害者福祉法、困難な問題を
抱える女性への支援に関する
法律、精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律又は配偶
者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律に定
める保護その他の措置を必要
とする者と面接して行う生活
指導等

消防訓練指導手当

支給実績（令和６年度決算）

出張して、県税の納入・納税
義務者と直接接して行う課税
調査、徴収等

手当の名称 主な支給対象職員

救急実技訓練、火災防御訓
練、救助訓練等の指導

出張して、税外収入の滞納者
と直接接して行う徴収

16,705

13

国の制度（支給割合）

3.0

1

1

122 千円

医師

77 1

上記以外の和歌山県内市町村 ‐

5 799 5

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 円

千円

161,094

千葉県柏市

平　均　支　給　割　合 2.6

社会福祉業務手当

14

日額640円
(児童相談所に勤務する職員
で、相談、指導等の業務に従
事した場合にあっては、日額
1,000円）

埼玉県さいたま市 1 14

-

1

石川県輪島市

-

3

防疫業務等手当 保健所等に勤務する職員

和歌山県橋本市

-

3

-

7,224

平均支給割合が国の制度による平均支給割
合を上回る場合、その理由

　和歌山市、橋本市以外の和歌山県内市町
村において、支給割合が国制度を上回って
いるため。
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132

千円

千円

千円

帰還困難区域において行う作
業

東京電力株式会社福島第一原
子力発電所の敷地内において
行う作業

130

28,224

災害応急作業等手
当

2

日額  10,000円以内
（心身に著しく負担を与える
と人事委員会が認める作業
日額　20,000円以内)

日額500円と畜場法に基づくと畜検査

0

屋外　日額  6,600円
屋内　日額  1,330円

深夜における勤務時間
　深夜全部　　 7,300円
　4時間以上　  3,550円
    　　　    (4,050円)
　2～4時間未満 3,100円
  　　　 　　 (3,600円)
　2時間未満　  2,150円
　　　　  　　(2,550円)
※(　)内は月8回を超える勤務
に係る額

左記職員に対する支給単価

千円

日額600円

正規の勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜（午後10
時から翌日の午前5時までの
間）において行われる看護等

日額300円

原子力緊急事態宣言があった
場合に特定原子力事業所の敷
地内で行う作業

と畜検査手当

原子炉建屋内
　　　日額  40,000円以内
上記以外
　　　日額  20,000円以内

千円

千円

日額1,600円以内
（800円＋人事委員会が定める
額を加算した額）

日額340円

し尿処理施設等検
査手当

環境生活部環境政策局循環
型社会推進課、環境管理
課、保健所又は環境衛生研
究センターに勤務する職員

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律又は水質汚濁防止法に
基づく供用開始後のし尿処理
施設又は浄化槽の立入検査

放射線取扱手当

千円

有害放射線の影響を受ける作
業

精神保健業務手当

福祉保健部福祉保健政策局
障害福祉課、こころの健康
推進課、健康局薬務課、精
神保健福祉センター又は保
健所に勤務する職員

支給実績額
(令和６年度決算)

病院看護業務等手
当

エックス線装置等の取扱い
に従事する職員

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律、麻薬及び向精
神薬取締法に基づく調査（患
者に直接接する場合に限
る。）、診察の立会い、入院
措置のための移送

こころの医療センターに勤
務する看護師、准看護師

居住制限区域において行う作
業

原子力災害対策本部長の指示
に基づき設定された区域を考
慮して人事委員会が定める区
域で行う作業

災害が発生した現場において
行う巡回監視、応急作業、応
急作業のための災害状況の調
査等（引き続き5日を下らない
範囲内において人事委員会が
定める期間以上）

屋外　日額  3,300円
屋内　日額  　660円

457

保健所に勤務する獣医師

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

千円

特定大規模災害（東日本大
震災を除く）に対処するた
めの作業に従事した職員

東日本大震災に対処するた
めの作業に従事する職員 0

75

原子炉建屋内
         　日額 40,000円
免震重要棟外での現場確認
         　日額 20,000円
免震重要棟外での巡回
         　日額 13,300円
免震重要棟内
         　日額　3,300円

日額800円（R6.10.4～大規模
な災害として人事委員会が定
める災害に係る作業に従事し
た場合日額1,080円）
ただし、日没時から日出時ま
での間に従事した場合は、そ
の勤務1日につき400円
（R6.10.4～大規模な災害とし
て人事委員会が定める災害に
係る作業に従事した場合540
円）を加算することができ
る。

原子力災害（東日本大震災
を除く）に対処するための
作業に従事した職員

0

応急作業、災害状況の調
査、避難所運営等の作業に
従事した職員

重大な災害が発生した現場に
おいて行う巡回監視、応急作
業、応急作業のための災害状
況の調査
豪雨等異常な自然現象により
重大な災害が発生し、又は発
生するおそれがある場合にお
いて、災害対策本部が設置さ
れた地方公共団体の区域に出
張して行う避難所の運営その
他の人事委員会が定める作業

千円
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火薬類等災害調査
手当

危機管理部危機管理局危機
管理消防課又は振興局地域
づくり部に勤務する職員

環境衛生研究センター又は
工業技術センターに勤務す
る職員

有害物取扱手当

麻薬取締手当

死体処理手当

種雄牛馬の精液の採取又は雌
牛馬の受精卵採取、移植若し
くは直腸検査

1

舎監手当

異なる2の学年を1学級として
行う授業

千円1,132

１時間400円

日額300円

日額500円

千円

千円

日額620円

日額120円

439

日額700円

特別環境作業従事
手当

午後5時以降において、2時間
以上勤務する定時制・通信制
課程の事務業務

水産試験場又は自然博物館
に勤務する職員

毒物及び劇物取締法に規定す
る毒物及び劇物を使用して健
康を害するおそれがあると認
められる程度の試験、研究又
は検査

千円

日額1,100円

特定大規模災害に対処するた
め死体の取扱いに関する作業
で人事委員会が定めるもの

潜水器具を着用して、海底調
査等の潜水作業を行う業務

日額750円
火薬類取締法、高圧ガス保安
法に基づく火薬類又は高圧ガ
スの製造施設等の災害調査

0 千円

千円

交通を遮断することなく行う
道路の維持補修等

千円

千円

漁業取締手当
農林水産部水産局資源管理
課に勤務する職員

漁業取締船に乗り組んで行う
違反漁業の取締

用地交渉手当
用地交渉の事務に従事する
職員

現地における公共用地の取得
の交渉等

種雄牛馬等取扱手
当

畜産試験場に勤務する職員 日額300円

小学校教育職員
異なる3以上の学年を1学級と
して行う授業

日額350円

日額300円

6

3,289

麻薬及び向精神薬取締法第54
条第5項に規定する職務

特定大規模災害に対処する
ため、死体の取扱いに関す
る作業で人事委員会が定め
るものに従事した職員

麻薬及び向精神薬取締法第
54条第2項に規定する麻薬取
締員を命じられた職員

小学校又は中学校又は県立
学校に勤務する教諭のうち
主任等の係る職務に従事し
た者

定時制課程事務手
当

兼務手当 高等学校教育職員
本務以外に定時制や他校の高
等学校の通常課程、通信教育
等を担当（兼務）する業務

定時制又は通信制の高等学
校に勤務する事務職員

日額1,000円

千円

小学校又は中学校教育職員
のうち分校主任又はこれに
相当する職にある者

分校主任等の担当業務

複式手当 小学校又は中学校教育職員

準単級手当

日額290円

千円

196分校主任手当

寄宿舎の舎監を兼ねる県立
学校教育職員

正規の勤務時間以外における
学生寮での寮生への生活指導
等(2時間以上)

教育業務連絡指導
手当

84

1,582

教務主任、学年主任、生活指
導主任、進路指導主任、特別
支援学級主任等の担当業務

453

8,479

50,958

命綱等の使用が必要とされる
墜落の危険が著しい高低差10
メートル以上かつ傾斜40度以
上の急傾斜地で行う治山事業
の現場における測量、調査、
監督等

千円

千円

0

日額　1,000円以内
（人事委員会が定める場合
　日額　2,000円以内）

心身に著しく負担を与えると
  人事委員会が認める作業
日額　2,000円以内
（人事委員会が定める場合
  日額　4,000円以内）

日額300円

時間　2,780円
（理療科教育兼務の場合
　　　　日額　900円）

日額200円千円

振興局建設部に勤務する職
員

振興局地域づくり部又は建
設部に勤務する職員

10

6,374

千円

千円

千円

253

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和６年度決算)
左記職員に対する支給単価
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①(ｱ)児童生徒の保護又は緊急
　　 の防災復旧業務
　　　日額　8,000円
　(ｲ)児童生徒の負傷疾病に伴
     う緊急業務及び緊急指導
　　　日額　7,500円
②(ｱ)修学旅行、公式試合等で
     泊を伴うもの
　　　日額　5,100円
　(ｲ)部活動で休日等に行うも
     の
　　　日額　2,700円

左記職員に対する支給単価

千円
日額  560円（国内）
日額1,100円（国外）

(1)交通事故捜査・検問
     日額   560円（昼間）
     日額   840円（夜間）
     日額   840円（昼間・
       高速上）
     日額 1,260円（夜間・
       高速上）
(2)交通取締用自動二輪
     日額    560円（白バ
イ）
(3)上記以外
     日額    310円
     日額    460円（高速
上）

日額340円

教員特殊業務手当 教育職員

①非常災害時等の緊急
　 業務
②児童生徒引率指導業
　 務

千円

駐在所、交番等に勤務する
警察職員

警ら手当

日額280円（現場以外）
日額560円（現場）

日額 420円

29,185 千円

交通警察業務手当

2,590

14,088

16,141

私服作業手当

鑑識業務手当
犯罪鑑識の業務に従事する
警察職員

犯罪予防のための警らの業務

生活安全、刑事及び警備部
門の業務に従事する警察職
員

指紋、手口若しくは写真又は
理化学、法医学若しくは銃器
弾薬類の知識を利用して行う
犯罪鑑識の業務

犯罪の予防若しくは捜査又は
被疑者の逮捕等の業務

交通部門の業務に従事する
警察職員

交通事故捜査、交通指導取締
等の業務

(1)検視・検証
            １体 1,600円
(2)検視・検証
    (損傷著しい死体)
            １体 3,200円
(3)検視・検証
    (検視官・刑事調査官)
            １体 3,200円
(4)解剖補助
            １体 3,200円

特定大規模災害に対処する
ため死体を取り扱う作業で
人事委員会が定める業務に
従事する警察職員

特定大規模災害に対処するた
め死体の取扱いに関する作業
で人事委員会が定めるもの

0 千円

日額1,000円以内
(人事委員会が定める場合
　　　　日額2,000円以内）
心身に著しい負担を与えると
人事委員会が認める作業
　　　　日額2,000円以内
(人事委員会が定める場合
　　　　日額4,000円以内）

千円23,173
死体の検視・検証及び解剖の
補助の業務

死体を取り扱う業務に従事
する警察職員

警ら用自動車乗務
手当

地域部門の業務に従事する
警察職員

警ら用無線自動車を運転して
行う犯罪の予防、捜査その他
取締警戒等の業務

死体取扱手当

夜間学級担当手当

※R7.4.1新設

主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和６年度決算)

326,749

43,696

千円

手当の名称

千円

千円

夜間学級を置く中学校又は
義務教育学校の後期課程に
勤務する校長、副校長、教
頭、主幹教諭、教諭、助教
諭及び講師

夜間学級を担当する業務 0 千円

給料月額に100分の5を乗じて
得た額（管理職手当を受ける
校長及び教員は給料月額に100
分の4を乗じて得た額）
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１回1,240円

潜水の業務に従事する警察
職員

航空機に搭乗して行う捜
索、救難救助、救急の業務
等に従事した職員

①搭乗して行う捜索、救難救
助又は救急の業務
②搭乗して行う災害発生状況
等の調査又は消防若しくは防
災の業務
③上記の訓練

1,821

(1)深夜の全部を含む勤務
　　　　   　１回 1,100円
(2)深夜の一部を含む勤務
　　　　　　 １回   730円
(3)深夜の一部を含む勤務
   (2時間未満)
　　　　　　 １回   410円

留置人の看守業務又は被疑者
等の護送業務

7,724 千円 日額320円

千円

千円

1時間1,900円
　 ただし、1月の総額は、1時
間当たりの額に80を乗じて得
た額限度(捜索・救難救助のた
めの降下した日については1日
につき870円加算)

留置管理手当

救難救助の業務に従事する
警察職員

1回470円

(1)爆発物、特殊危険物質等処
理
             1件　5,200円
(2)特殊危険物質による被害の
   危険がある区域での作業
             日額 　250円
(3)火薬類の製造施設の災害
   調査
       　 　 日額　 750円

潜水器具を着用して行う証拠
品若しくは遺体の捜索又は人
命救助等のための潜水業務

留置業務に従事する警察職
員

夜間特殊業務手当

緊急呼出手当

主な支給対象職員 主な支給対象業務

2,615

突発的に発生した事件事故の
処理作業のため、正規の勤務
時間以外の時間に呼出を受け
夜間（午後9時から翌日の午前
5時までの間）において行う業
務

断がい、激流等の著しく危険
な場所での救難救助の業務

航空機の操縦及び航空機に搭
乗して行う整備、捜索等の業
務

665
生活安全、刑事、警備及び
交通部門の業務に従事する
警察職員

千円

千円

10

救難救助手当

52,995

千円

爆発物処理等手当
爆発物又はその疑いのある物
件の処理、火薬類の製造施設
等の災害調査の業務

交替制勤務に服する警察職
員

正規の勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜(午後10時
から午前5時まで)において行
われる業務

１時間400円

警察航空隊の業務に従事す
る警察職員

千円潜水手当

爆発物等の処理に従事する
警察職員

0

千円

(1)航空機の操縦
       １時間　5,100円
(2)搭乗して行う警察活動
       １時間  1,900円
(3)搭乗して行う整備業務
       １時間  2,200円
(4)捜索・救難救助のための降
下
　　  日額加算 870円

17

航空手当

左記職員に対する支給単価手当の名称
支給実績額

(令和６年度決算)
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日額  10,000円以内
（心身に著しく負担を与える
と人事委員会が認める作業
日額　20,000円以内)

①③ 日額1,150円
②     日額 640円

585

異常な自然現象又は大規模な
火事等の事故により重大な災
害が発生した箇所又は周辺で
行う災害警備、遭難救助、鑑
識活動等の業務

重大な災害が発生した箇所
又はその周辺において行う
災害警備、遭難救助、鑑識
活動等の作業に従事する警
察職員

支給実績額
(令和６年度決算)

警備部門の業務に従事する
警察職員

①天皇又は皇后、上皇、上皇
后、皇太子、皇太子妃、皇嗣
若しくは皇嗣妃その他人事委
員会がこれに準ずると認める
者の身辺警衛
②①に掲げる皇族以外の皇族
の身辺警衛
③警護要則第2条第1号に規定
する警護対象者の身辺警護

原子力緊急事態宣言があった
場合に特定原子力事業所の敷
地内で行う作業

居住制限区域において行う作
業

東京電力株式会社福島第一原
子力発電所の敷地内において
行う作業

警戒区域等
　日額　2,520円以内
（1,680円＋人事委員会が定め
る額を加算）

主な支給対象業務

帰還困難区域において行う作
業

原子力災害対策本部長の指示
に基づき設定された区域を考
慮して人事委員会が定める区
域で行う作業

警護等手当

特定大規模災害（東日本大
震災を除く）に対処するた
めの作業に従事した警察職
員

災害発生箇所及び周辺におい
て行う災害警備、遭難救助、
鑑識活動等の業務（引き続き
５日を下らない範囲内におい
て人事委員会が定める期間以
上）

原子炉建屋内
　　　　日額  40,000円以内
上記以外
　　　　日額  20,000円以内

屋外　日額  6,600円
屋内　日額  1,330円

原子炉建屋内
         　日額 40,000円
免震重要棟外での現場確認
         　日額 20,000円
免震重要棟外での巡回
         　日額 13,300円
免震重要棟内
         　日額　3,300円

日額840円（R6.10.4～大規模
な
災害として人事委員会が定め
る災害に係る作業に従事した
場合日額1,080円）
ただし、警戒区域等危険地域
840円加算（R6.10.4～日没時
か
ら日出時までの間において行
われた場合100分の50、立入
禁止区域等で行われた場合
100分の100加算）

434 千円

上記以外の区域内
　日額　1,680円以内
（840円＋人事委員会が定める
額を加算）

千円

千円

屋外　日額  3,300円
屋内　日額  　660円

0

災害応急手当

東日本大震災に対処するた
めの作業に従事した警察職
員

1,423 千円

原子力災害（東日本大震災
を除く）に対処するための
作業に従事した警察職員

0 千円

手当の名称 主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価
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⑸　時間外勤務手当

（注）　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和6年度決算）」と同じ年度の

４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない職員を除く。）

であり、短時間勤務職員を含む。

⑹　その他の手当（令和 7年 4月 1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

・医師、歯
科医師の支
給期間が21
年以上につ
いて、国と
異なる支給
額を適用

・獣医師へ
の支給

日額330円
ただし、捕獲の作業に従事し
た場合は、270円を加算

千円

399

2,635,025

左記職員に対する支給単価

(1)銃器使用犯罪現場での犯人
逮捕
           日額 1,640円
(2)銃器使用犯人逮捕、(3)銃
器所持犯人逮捕、(4)(1)の業
務に付随する直近警戒
           日額 1,100円
(5)(2)の業務に付随する直近
警戒、(6)銃器使用暴力団抗争
の組事務所等での警戒、(7)保
護対策としての固定警戒等
           日額 820円

支給実績
（令和６年度決算）

千円

千円

1　配偶者      　　　　  3,000円
　　　　　　　　　（R6：6,500円）
2　子　　  １人につき 　11,500円
　　　　　 　　　（R6：10,000円）
3　父母等  １人につき    6,500円

※満15歳に達する日後の最初の4月1日か
ら満22歳に達する日以後の最初の3月31
日までの間にある子1人につき、5,000円
を加算
※1は、行政職給料表8級及び9級相当は
支給しない。
　3は行政職給料表8級相当は3,500円、
行政職給料表9級相当は支給しない

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

1,000,881

手　当　名

住居手当

支給実績額
(令和６年度決算)

住居を借り受け月額12,000円を超える家
賃を支払っている職員
   (借家）　　 最高27,000円

初任給調整手当

平均支給年額内容及び支給単価

97,781

同じ

324,329

261,8631,606,532

基礎控除額
16,000円
支給限度額
28,000円

千円

主な支給対象業務

防弾装備を着装し、武器を携
帯して行う銃器犯罪捜査等の
業務

支給実績（令和６年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

銃器犯罪捜査手当

異なる

医学等に関する専門知識を必要とし、か
つ採用による欠員の補充が困難な職に採
用された職員に採用から35年以内の期間
支給（獣医師は15年以内（R6：13年以
内））※１年経過するごとに額を減じて
支給
　医師・歯科医師
　　最高支給月額　416,600円
　獣医師
　　最高支給月額　50,000円
　　（R6：40,000円）

0 千円

支給職員１人当たり

千円

刑事部門の業務に従事する
警察職員

主な支給対象職員

日額　330円

2,642,720

（令和６年度決算）

国の制度
と異なる

内容

4 千円

手当の名称

感染症患者等接触手当

扶養手当

犬等取扱手当
警務部門及び地域部門の業
務に従事する警察職員

犬又は猫の受取若しくは引取
り、一時保管又は保健所等へ
の引渡しの作業

国の制度
との異同

感染症患者に対する犯罪の
捜査等に従事する職員

支給実績（令和５年度決算）

感染症患者に対する犯罪の捜
査等、感染症の病原体に汚染
された死体の検視等及び感染
症患者が訪れた警察施設の消
毒等の業務

0

411

異なる

2,664,022
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

休日勤務手当

247,484

65,329

通勤手当

異なる

給料及び扶
養手当の合
計額に一定
割合を乗じ
て得た額を
支給

１級地 4％
２級地 8％
３級地 12％

年末年始期
間の支給額

小中学校、県立学校に勤務する教育職員
に級号給に応じて2,000～8,000円を支給

定時制通信教育
手当

504,144

宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した
場合に支給
　一般の宿日直      4,400円
　機器等の監視、管理等
  のための当直      5,300円
　福祉施設等の生活介助
  等のための当直    6,100円
　医師当直　 　　　22,000円
　年末年始期間は、100分の150を乗じて
得た額

異なる

管理職員特別勤
務手当

管理職手当支給対象職員が臨時又は緊急
の必要等により週休日等に勤務した場合
に支給
　6時間以下 6,000～12,000円
　6時間超   9,000～18,000円

定時制・通信教育に従事する校長及び教
員に給料の5％（管理職手当受給者は
4％）を支給

448,161

特地勤務手当

交通至難な地その他生活の不便な地域に
在勤する職員に対して支給
　1級地　4,000円/月
　2級地　7,000円/月
　3級地 10,000円/月

へき地手当

義務教育等教員
特別手当

345,993

143,964異なる

単身赴任手当

公署を異にする異動等に伴い転居し、や
むを得ない事情により配偶者と別居し単
身で生活することを常況とする職員（異
動前の住居から異動直後の公署に通勤す
ることが困難であること。）
30,000円＋加算額（8,000～70,000円、
職員の住居と配偶者の住居との交通距離
が100㎞以上の場合に加算）

異なる

150km～300
㎞間の距離
別手当額に
ついて、国
と異なる額

通勤距離が片道 2㎞以上で、交通機関を
利用し、又は交通用具を使用して通勤し
ている職員
1 交通機関　運賃等相当額
2 交通用具
（1）二輪　 2,000～31,600円
（2）四輪 2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　限度額3,000円
　１～２及び特急・高速料金加算を合算
して、限度額150,000円（R6：交通機関
限度額55,000円、特急・高速料金加算限
度額45,000円）

223,510

153,152

495 55,018

94,114

へき地学校に勤務する教職員に給料及び
扶養手当の月額の合計額に級別に応じた
支給割合を乗じて得た額
　 3級地　8％
 　2級地　6％
 　1級地　4％
 　準ずる学校　2％

2(2)四輪
　2,000～
44,300円

3 パークア
ンドライド
駐車料金の
1/2　上限
3,000円

1,754,774

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時から翌日
の午前5時までの間に勤務した職員に支
給
1時間当たりの給与額×0.25×時間数

同じ 184,658

同じ

37,369

宿日直手当

管理職手当 異なる 支給額 1,048,893 723,874

2,653 28,837

年末年始の
支給割合

502,814 204,729

33,410

祝日法による休日等において正規の勤務
時間中に勤務した職員に支給
1時間当たりの給与額×1.35×時間数
（年末年始は、1時間当たりの給与額×
1.5×時間数)

異なる

84,242

管理又は監督の地位にある職員に職務の
級及び支給区分に応じて定額を支給
（55,000～126,400円）

手　当　名 平均支給年額内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和６年度決算）

支給職員１人当たり

（令和６年度決算）
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千円 円

千円 円

千円 円

242,87939,589産業教育手当

特定任期付職員のうち、特に顕著な業績
を挙げたと認められる職員に対し支給
　給料月額に相当する額

※R7.4.1廃止

2,928

0
特定任期付職員
業績手当

同じ

農業又は工業に関する科目の授業及び実
習を担当する教員に給料の5％（定時制
通信教育手当受給者は3％）を支給

農林漁業普及指
導手当

普及指導員が現地において直接農林漁業
者に技術及び普及指導を行ったときに支
給
　日額800円
（給料月額の8％の範囲内）

0

66,545

（令和６年度決算）

支給職員１人当たり
手　当　名 平均支給年額内容及び支給単価

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和６年度決算）
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５　特別職の報酬等の状況（令和7年 4月 1日現在）

区　　分

円 （ ）円

円 （ ）円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） 　（１期の手当額）

＝ 円

＝ 円

＝ 円

１　厳しい財政状況を踏まえ、令和7年度、知事及び副知事は給料を6％、期末手当を6％減額している。

　　また、給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

２　退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期 （知事及び副知事

　は4年＝48月、教育長は3年＝36月）勤めた場合における退職手当の見込額である。                                   

なお、平成３０年４月１日から知事、副知事及び教育長の支給率を引き下げている。

３　上記の他、知事、副知事及び教育長については、地域手当（5％）及び通勤手当が支給される（公用車

　通勤の場合を除く）。

６　職員数の状況

⑴　部門別職員数の状況と主な増減理由

(令和7年4月1日現在） （単位：人）

（注） １　職員数は一般職に属する職員数であり､地方公務員の身分を保有する休職者､派遣職員などを含み､臨時職員

　を除く。

　　　 ２ [     ]内は､条例定数の合計である。

（任期ごと）

議　　員

　　　　　　区　　分

知　　事

18,422,400

・ワールドマスターズゲームズ2027関西開催に係る
業務の増加
・第49回全国育樹祭開催に係る業務の増加

10

32,989,440

1,883,250

(注)

　部　　門

（退 任 時）

　　（令和６年度支給割合）

退
職
手
当

（支給時期）

副 議 長 3.45

（任期ごと）121万円×在職月数×0.568

報

酬

副 知 事

給

料

　　（令和６年度支給割合）

教 育 長

副 知 事

教 育 長  75万円×退職理由別・勤続年数別支給率

 95万円×在職月数×0.404

副 知 事

知　　事

3.45

知　　事

議　　長

議　　長

1,137,400

議　　員 770,000

期
末
手
当

給　　　　　　料　　　　　　月　　　　　　額　　　　　　等

副 議 長 810,000

1,210,000

893,000

教 育 長 750,000

950,000

950,000

職員数 対前年
増減数

主な増減理由
令和6年 令和7年

議　　会 34 33 ▲ 1

総務企画 773 783

159 ▲ 1

民　　生 371 384 13

税　　務 160

衛　　生 439 435 ▲ 4

労　　働 59 60 1

教育部門

農林水産 720 716 ▲ 4

商　　工 220 222 2

一
般
行
政
部
門

土　　木 751 749 ▲ 2

計 3,527 3,541 14

8,595 8,505 ▲ 90

普
通
会
計
部
門

・児童生徒数の減少に伴う学級数の減少

警察部門 2,510 2,511 1

小　　計 14,632 14,557 ▲ 75 (参考：人口10万人当たり職員数　1593.9人） 

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

病　　院 153 154 1

そ の 他 58 56 ▲ 2

210 ▲ 1小　　計 211

合　　計 14,843 14,767 ▲ 76
(参考：人口10万人当たり職員数　1616.9人） 

[15,805] [15,740] [▲65]

(参考：人口10万人当たり職員数 　387.7人） 
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⑵　年齢別職員構成の状況（令和 7年 4月 1日現在）

⑶　職員数の推移 （単位：人・％）

（

（

（

（

（

（

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　  年 度

 部門別

20歳 20歳 24歳 28歳 36歳32歳 40歳 44歳 48歳 52歳

55歳

56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 43歳 47歳35歳 39歳

～

59歳 以上

人 人 人 人 人

～

人 人 人 人

～ ～

51歳

55 623 1,393 1,554 1,764 1,2421,465 1,360 1,505 1,383

令和７年
過去５年間

　　　の増減数（率）

663

区　分

職員数

計

人

令和６年

人

一般行政 3,528 3,529 3,514 3,516

1,760

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

133,527

8,685 8,629 8,595 8,505 ▲ 179 ▲ 2.1

消防 0 0

教育 8,684 8,671

警察 2,532 2,523 2,522 2,527 2,510

0 0 0

▲ 2 ▲ 0.9

14,557

0

普通会計計 14,744 14,723 14,721 14,672 14,632

公営企業等会計計 212 218 218 215 211

総合計 14,956 14,941 14,939 14,887 14,843 14,767 ▲ 189 ▲ 1.3

%）

%）

%）

%）

▲ 1.3

人

%）▲ 187

2,511 ▲ 21 ▲ 0.8

0.4

14,767

3,541

人

%）

210
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７　公営企業職員の状況

⑴　工業用水道事業

①職員給与費の状況

ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数については令和6年4月1日現在の人数である。

３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含み、

　会計年度任用職員を含まない。

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和 7年 4月 1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（６年度）

（４年度支給割合）

　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

・役職加算　5～20%

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　 イ　退職手当（令和 7年 4月 1日現在）

（支給率）　　         　　自己都合　　　      勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

千円 千円 千円

（注）１　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た額である。

　　　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和4～令和6年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　３　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

　　　　ことなく退職した場合を含む。

    在職した職務の級に応じた定額
     (0円～65,000円)の60月分

2.1

定年前早期退職特例措置(2%～45%)

19.6695

28.0395

2.5

24.586875

47.7090

33.270750

和 歌 山 県 団 体 平 均

-

和　歌　山　県

１人当たり平均支給額　

団体平均

47.7090

1,625千円1,625

42.8和 歌 山 県 365,180 548,676

（退職時特別昇給　　　　　　な　し　　　）

１人当たり平均支給額　

352,214

39.7575

区　　分

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 ５年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

千円 ％ ％

587,664 267,773 156,617 26.7 31.2

千円

一人当たり (参考)都道府県平均

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ　　 一人当たり給与費

給与費

６年度

１人当たり平均支給額（６年度）

23 90,614 14,803 25,294

区分
職員数

千円

千円

千円 千円

基本給

千円

6,6105,683130,711

平均月収額

人 千円

549,834

(1.4) (1.0)

  職制上の段階、職務の級等による加算措置

千円

千円

平均年齢

47.7090

退
職
手
当
の
基
本
額

- 5,213

団 体 平 均 45.1

６年度
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ウ　地域手当（令和 7年 4月 1日現在）

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

（注） （　）内は、暫定再任用職員の数である。

エ　特殊勤務手当（令和 7年 4月 1日現在）

オ　時間外勤務手当

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和6年度決算）」と同じ

　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない

　職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

和歌山市及び橋本市以外

一般行政職の制度
（支給率）

1,431

13(2)

8

支給対象職員数

5

30.4

5

支給実績（令和６年度決算）

3

和歌山市

148,783 円支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

14

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）

千円

左記職員に対する支給単価

支給実績（令和６年度決算）

円2,057

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

2,305

4

公営企業課、工業用水道管
理センターに勤務する職員

千円支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 128

0 千円

支給実績（令和６年度決算）

支給対象地域

千円

①地上１０ｍ以上の危険箇所に
　て行う工業用水道施設の管理
　業務
②非常に狭く崩落の危険があ
　る、又は水道管の破裂等特別
　な危　険の生じるおそれのあ
  るずい道内の調査又は検査
③道路又はその周辺で交通を遮
  断することなく行う、工業用
  水道施設の管理業務

千円

千円

％

①日額330円
②日額1,000円

手当の名称

特別環境作業従事
手当

用地交渉手当
公営企業課、工業用水道管
理センターに勤務する職員

支給実績（令和５年度決算）

3,422

千円80

防疫業務等手当
公営企業課、工業用水道管
理センターに勤務する職員

①感染症の患者の移送又
  は感染症の防疫作業
②家畜伝染病予防法に基
  づく患畜に接する作業
  等

千円

現地における公共用地の取得の
交渉の業務

支給実績額
(令和６年度決算)

3

支給率

主な支給対象職員 主な支給対象業務

0

9

5

日額800円（R6.10.4～
大規模な災害として知
事が定める災害に係る
作業に従事し
た場合日額1,080円）
ただし、日没時から日
出時までの間に従事し
た場合は、その勤務1日
につき400円（R6.10.4
～大規模な災害として
知事が定める災害に係
る作業に従事した場合
540円）を加算すること
ができる。

災害応急作業等手
当

公営企業課、工業用水道管
理センターに勤務する職員

重大な災害が発生した工業用水
道施設及びその周辺において行
う巡回監視、応急作業、応急作
業のための災害状況の調査
豪雨等異常な自然現象により重
大な災害が発生し、又は発生す
るおそれがある場合において、
災害対策本部が設置された地方
公共団体の区域に出張して行う
避難所の運営その他の
知事が定める作業

千円
①日額　300円
②日額　500円
③日額　500円

日額　1,000円
ただし、夜間に従事し
た場合又は週休日等に
従事した場合は、その
勤務1日につき500円を
加算することができ
る。
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カ　その他の手当（令和 7年 4月 1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

⑵　土地造成事業

①職員給与費の状況

 ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

２　職員数については令和6年4月1日現在の人数である。

３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含み、

　会計年度任用職員を含まない。

　

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和 7年 4月 1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

和 歌 山 県 45.5

平均月収額

1　配偶者      　　 　　3,000円
　　　　　　 　　 （R6：6,500円）
2　子　 　１人につき 　11,500円
　　　　　　　 　（R6：10,000円）
3　父母等    １人につき 6,500円
※　満15歳に達する日後の最初の4月1日
から満22歳に達する日以後の最初の3月31
日までの間にある子1人につき、5,000円
を加算
※1は、行政職給料表8級及び9級相当は支
給しない
  3は行政職給料表8級相当は3,500円、行
政職給料表9級相当は支給しない

379,218

６年度

平均年齢 基本給

626,464

団 体 平 均 45.7 356,716 556,084

人 千円

区　　分

一人当たり

千円

職員数

千円

6,092

千円 千円

6,688

一人当たり給与費

18,275

（令和６年度決算）
平均支給年額

支給実績 支給職員１人当たり

300,100

0

給　 料

(参考)都道府県平均

期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ

同じ

155,359

める職員給与費比率

住居を借り受け、月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員
(借家)　　最高27,000円

同じ

Ａ  

（参考）

５年度の総費用に占

管理職手当

通勤手当 3,573

同じ

管理又は監督の地位にある職員に職務の
級及び支給区分に応じて定額を支給
（55,000～75,700円）

一般行政職
の制度と異な

る内容

2,996

同じ

一般行政職
の制度との

異同 （令和６年度決算）

3,001　

248,202 263,171 22,160

749,100

0住居手当

扶養手当

内容及び支給単価

総費用に占める

　　　　　　Ｂ／Ａ

通勤距離が片道 2㎞以上で、交通機関を
利用し、又は交通用具を使用して通勤し
ている職員
1 交通機関　運賃等相当額
2 交通用具
（1）二輪　 2,000～31,600円
（2）四輪 2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　限度額3,000円
　１～２及び特急・高速料金加算を合算
して、限度額150,000円（R6：交通機関限
度額55,000円、特急・高速料金加算限度
額45,000円）

％　

職員給与費比率

11,502 2,353

６年度

職員手当

千円

給　与　費

千円　 ％千円　

3 4,420

Ｂ　

区分

8.9

　Ａ

純損益又は
職員給与費

実質収支

千円

35.5

手　当　名

区分
総費用
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　　　　　　区　　分　

③職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（令和６年度）

（令和５年度支給割合）

　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

・役職加算　5～20%

（注）(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

　 イ　退職手当（令和 7年 4月 1日現在）

（支給率）　　         　　自己都合　　　      勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

千円 千円 千円

（注）１　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た額である。

　　　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和4～令和6年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　３　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違による

　　　　ことなく退職した場合を含む。

ウ　地域手当（令和 7年 4月 1日現在）

千円

％ 人 ％

（注） （　）内は、暫定再任用職員の数である。

28.0395 33.270750

団体平均

39.7575 47.7090

  職制上の段階、職務の級等による加算措置

退
職
手
当
の
基
本
額

    在職した職務の級に応じた定額
     (0円～65,000円)の60月分

定年前早期退職特例措置(2%～45%)

（退職時特別昇給　　　　　　な　し　　　）

１人当たり平均支給額　

47.7090 47.7090

- － １人当たり平均支給額　

19.6695

2.5 2.1

(1.4)

24.586875

(1.0)

和　歌　山　県

5,323

支給率

和 歌 山 県 団 体 平 均

１人当たり平均支給額（令和６年度）

5和歌山市 5

支給対象地域

千円1,474

207,000 円

支給対象職員数 一般行政職の制度
（支給率）

千円 1,687

支給実績（令和６年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

621

3(1)
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エ　特殊勤務手当（令和 7年 4月 1日現在）

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和6年度決算）」と同じ

　年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない

　職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

支給実績（令和５年度決算） 270

支給実績（令和６年度決算）

主な支給対象業務

災害応急作業等手
当

公営企業課、工業用水道管
理センターに勤務する職員

重大な災害が発生した工業用水
道施設及びその周辺において行
う巡回監視、応急作業、応急作
業のための災害状況の調査
豪雨等異常な自然現象により重
大な災害が発生し、又は発生す
るおそれがある場合において、
災害対策本部が設置された地方
公共団体の区域に出張して行う
避難所の運営その他の
知事が定める作業

0

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 0 円

％

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 134

支給実績（令和６年度決算） 64

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

手当の名称 左記職員に対する支給単価主な支給対象職員

4

0

32

0.0

特別環境作業従事
手当

公営企業課、工業用水道管
理センターに勤務する職員

①地上１０ｍ以上の危険箇所に
て行う工業用水道施設の管理業
務
②非常に狭く崩落の危険があ
る、又は水道管の破裂等特別な
危険の生じるおそれのあるずい
道内の調査又は検査
③道路又はその周辺で交通を遮
断することなく行う、工業用水
道施設の管理業務

0 千円
①日額　300円
②日額　500円
③日額　500円

支給実績額
(令和６年度決算)

円
①日額330円
②日額1,000円

千円

日額800円（R6.10.4～
大規模な災害として知
事が定める災害に係る
作業に従事し
た場合日額1,080円）
ただし、日没時から日
出時までの間に従事し
た場合は、その勤務1日
につき400円（R6.10.4
～大規模な災害として
知事が定める災害に係
る作業に従事した場合
540円）を加算すること
ができる。

用地交渉手当
公営企業課、工業用水道管
理センターに勤務する職員

現地における公共用地の取得の
交渉の業務

0 千円

日額　1,000円
ただし、夜間に従事し
た場合又は週休日等に
従事した場合は、その
勤務1日につき500円を
加算することができ
る。

防疫業務等手当
公営企業課、工業用水道管
理センターに勤務する職員

①感染症の患者の移送又
  は感染症の防疫作業
②家畜伝染病予防法に基
  づく患畜に接する作業
  等

0

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）

手当の種類（手当数）
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カ　その他の手当（令和 7年 4月 1日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

住居手当

141,893426

手　当　名 平均支給年額
（令和６年度決算）

324,000

1　配偶者      　　 　　3,000円
　　　　　　 　　 （R6：6,500円）
2　子　 　１人につき 　11,500円
　　　　　　　 　（R6：10,000円）
3　父母等    １人につき 6,500円
※　満15歳に達する日後の最初の4月1日
から満22歳に達する日以後の最初の3月31
日までの間にある子1人につき、5,000円
を加算
※1は、行政職給料表8級及び9級相当は支
給しない
  3は行政職給料表8級相当は3,500円、行
政職給料表9級相当は支給しない

同じ 　

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績

住居を借り受け、月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員
(借家)　　　　最高27,000円

同じ

扶養手当 258 258,000

（令和６年度決算）

内容及び支給単価
支給職員１人当たり一般行政職

の制度との
異同

660 660,000管理職手当
管理又は監督の地位にある職員に職務の
級及び支給区分に応じて定額を支給
（55,000～75,700円）

同じ

324

通勤手当

通勤距離が片道2㎞以上で、交通機関を利
用し、又は交通用具を使用して通勤して
いる職員
1 交通機関　　限度額55,000円
2 交通用具
（1）二輪　  2,000～31,600円
（2）四輪    2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　上限3,000円

同じ

24


